
1 

訪問介護サービス重要事項説明書 

＜令和  年  月  日現在＞ 
 

１ 利用者（被保険者） 

氏      名  

被保険者番号（市町村名）           （            ） 

要 介 護 区 分  

要介護認定有効期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日まで 
 

２ 事業者（法人）の概要 

名 称 ・ 法 人 種 別 医療法人 杏仁会 

代   表   者   名 理事長 岡田 聡 

法 人 の 所 在 地 ・ 連 絡 先 

高槻市東和町５７－１ 

電話番号  （０７２）６７１－００７１ 

ファックス （０７２）６７１－００７０ 
 

３ 事業所の概要 

 （１）提供できるサービスの地域 

事 業 所 の 名 称 ヘルパーステーション ローズマリー 

管理者名  

 

事業所の所在地・連絡先 

 

高槻市東和町５７－１ 

電話番号    （０７２）６７１－３０３０ 

ファックス番号 （０７２）６７１－０２８０ 

事業者指定番号 ２７７０９００８９８ 

サービス提供地域 高槻市 

  ※上記地域以外でもご希望の方はご相談下さい。 

 

（２）事業所の職員体制 

 資  格 常勤 非常勤 計 備  考 

管  理  者 介護福祉士・1 級ヘルパー     

サービス提供責任者 介護福祉士・1 級ヘルパー    １名は管理者と兼務 

サービス従事者 

介護福祉士     

１級ヘルパー     

２級ヘルパー     

合     計     
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（３）サービス提供の時間帯 

営  業  日 営  業  時  間  帯 

 

月曜日～土曜日 

 

午前７時～午後１１時 

（上記の時間以外でも２４時間常時ご連絡頂ける体制を 

整えております） 

営業しない日 １月１日～１月３日 

 

４ サービスの内容 

介 
 
 
 
 

護 

起 床 介 助 移動、移乗、着替え、排泄介助 保険適用 有 

整 容 介 助 洗面、口腔ケア、整髪、髭そり（電気カミソリ）、爪切り 有 

オムツ交換 交換、高看護の陰部の清拭、洗浄 有 

排 泄 介 助 
尿器使用時の介助、トイレ・ポータブルトイレへの移動 

及び移乗、排泄後の後始末 

有 

衣服・リネン 衣服の交換、ベッドメーキング、リネン、寝具の交換 有 

入 浴 介 助 衣類着脱、浴室・浴槽への移動介助、洗髪、洗身 有 

身 体 保 清 洗髪、全身清拭、手浴、足浴、陰部洗浄 有 

食事・飲水介助 家族の用意された物を摂取介助する。 有 

服 薬 介 助 
できる限り、本人か家族にして頂く。 

（ヘルパーが行う場合は、定期服薬のみ） 

有 

通 院 介 助 
本人のかかりつけ医まで、指定の交通機関を利用して 

同行する。（高槻市内の病院、診療所に限る） 

有 

就 寝 介 助 口腔ケア、排泄介助、着替え、ベッドへの移動 有 

生 
 
 
 
 

活 

調理（炊事） 本人の希望に添って、２・３食分くらいまでを作る。（一般食のみ） 有 

洗   濯 
洗濯機使用可能のもの 

（ボタン、ホック付け、ゴム通し、ホツレ補修含む） 

有 

掃除（戸内） 
日常生活の範囲（風呂、トイレ含む）、２階については 

状況により個別対応とする。 

有 

掃除（戸外） 玄関より門扉までは掃くだけとし、門外、草抜き等は含まない。 有 

買   物 食材、日常生活必需品のみ（趣味に係る物、贈答品は含まない） 有 

衣類・寝具の 

入   替 

家族のいる方は家族にして頂く。ヘルパーがする場合は、シー
ズンごとに 1回。本人と一緒か、又は確認しながら行う。 

有 

薬 取 り 本人かかりつけ病院、診療所まで、定期薬の受け取りに行く。 有 

ゴ ミ 出 し 必要がある場合は、収集指定日に合わせた計画を立てる。 有 
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５ 利用料金 

 （１）利用料金・利用者負担 

     介護保険の適用がある場合は、料金表の料金の介護保険負担割合証に記載されている

利用者負担の割合の金額が自己負担分となります。 

    ※１単位＝１０．８４円です 

 

身体介護 

中  心 

１６３単位 

（20分未満） 

２４４単位 

（20分以上

30分未満） 

３８７単位 

（30分以上 1時間未満） 

５６７単位に所要時間 1時間から計算して30

分を増すごとに８２単位を加算した単位数 

生活援助 

中  心 
― 

１７９単位 

（20分以上 45分未満） 
２２０単位（45分以上） 

身体介護

に続いて

生活援助 

所要時間が 20分から起算して 25分を増すごとに＋６５単位（１９５単位を限度） 

（20分以上 65単位、45分以上 130単位、70分以上 195単位）  

  

  【その他ご負担頂く項目】 

  ●初回加算・・・・・２００単位 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回若しくは初回日が属する月に、サー

ビス提供責任者が指定訪問介護を行った場合、または同行した場合に加算されます。 

  ●特定事業所加算（Ⅱ）・・・・・所定単位数×１０／１００ 

  厚生労働大臣が定める基準に適合し、府知事に届け出た事業所である為、所定単位数に乗

じて加算されます。 

   ●介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）・・・・・所定単位数×２４５／１０００ 

  厚生労働大臣が定める基準に適合している、介護職員等の賃金の改善等を実施している 

事業所が、指定訪問介護を行った場合に、所定単位数に乗じて加算されます。 

 

※介護保険の適用がない場合や介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金 

は、事業者が別に設定し、全額が利用者の負担となります。 

利用料金に対して、早朝（午前 6 時～午前 8 時）と夜間（午後 6 時～午後 10 時）の時 

間帯については２５％増し、深夜（午後 10 時～午前 6 時）は５０％増しとなります。 

上記料金算定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居住介 

護支援計画に定められた目安の時間を基準とします。 

やむを得ない事情で、かつ、ご利用者様の同意を得て２人で訪問した場合は、２人分の 

   料金となります。 
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（２）キャンセル料金の取り扱い 

当日キャンセル ５０％ 

訪問してのキャンセルとなった場合 １００％ 

 

 

（３）支払方法 

 ・上記利用者負担金は、月ごとに精算しますので、翌月１５日までにお支払いください。お支

払い後、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようにお願いします。（医療費控除

の還付請求の際に必要になることがあります） 

 

 

６ 事業者の訪問介護サービスの特徴等 

 （１）運営方針 

 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ、 

自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般 

にわたっての援助をおこないます。 

 また、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの 

密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

 

 （２）サービス利用のために 

ヘルパーの変更の可否 変更を希望される方はお申し出下さい。 

 

 

７ 緊急時の対応方法 

 サービス提供中に容態の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、

ご家族、介護支援事業者等へ連絡をします。 

主  治  医 

氏  名  

電  話 （      ） 

住  所  

ご  家  族 

氏  名  

電  話 （      ） 

住  所  
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８ サービス内容に関する苦情の連絡先 

事    業    所 

ヘルパーステーションローズマリー（担当者：     ） 

電   話 （０７２）６７１－３０３０ 

ファックス （０７２）６７１－０２８０ 

対応時間   午前９時から午後５時３０分まで 

高 槻 市 の 相 談 窓 口 

高槻市福祉指導課 

電   話 （０７２）６７４－７８２２ 

ファックス （０７２）６７４－７８２０ 

高槻市長寿介護課 

電   話 （０７２）６７４－７１６６ 

ファックス （０７２）６７４－７１８３ 

対応時間   午前８時４５分から午後５時１５分まで 

国民健康保健団体連合会 

大阪府国民健康保健団体連合会 

電   話 （０６）６９４９－５４１８ 

ファックス （０６）６９４９－５４１７ 

対応時間   午前９時から午後５時まで 

 

 

９ 秘密の保持と個人情報の保護について 

個人情報の保護 ・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する

法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適

切な取り扱いに努めるものとする。 

・事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サー

ビスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部へ

の情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解

を得るものとする。 

 

 

１０ 高齢者の虐待防止 

虐待防止 

事業者は利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な措置を講

じます。 

(1) 研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努

めます。 

(2) 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

(3) 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制のほか、従

業者利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

 

１１ 事故発生時の対応方法について 
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事故対応 ・訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に

病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連

絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治

医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるもの

とする。 

・指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在す

る市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連

絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

・利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。（損害賠償責任保

険に加入済） 

 

１２ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無 無し 
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「訪問介護」サービス利用確認書 

 

 

 ヘルパーステーションローズマリーを利用するにあたり、訪問介護サービス重要事項説明書の

内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解した上で訪問介護サービスを利用

することを確認します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

＜利用者＞ 

 

住所                   

 

氏名                   

 

 

＜代理人＞ 

 

住所                   

 

氏名                   

 

 

＜説明者＞ 

 

                      所属 医療法人杏仁会 

  ヘルパーステーションローズマリー  

 

氏名                  


